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誓　約　書

　　年　　月　　日
　神戸市立海外移住と文化の交流センター共同事業体
    代表者　ピアサービス株式会社
代表取締役　岸本　吉充　様

（団 体 名）

                                                （代表者名）                　印

神戸市立海外移住と文化の交流センターの活動支援室の使用申請にあたり，応募要領に規定する応募資格を満たし，下記の事項及び提出書類の内容について事実に相違ないことを誓約します。
後日誓約した内容に違反する事実が判明した場合，もしくは応募受付後，審査・選定までの間に誓約した内容に違反した場合は，無効又は失格とされても異議を申し立てません。
また，下記に規定する資格要件を確認するため，兵庫県警察本部等関係機関に対して，提出書類を調査・照会資料として使用することに承諾します。

記

(1) 営利を目的としない団体であること。
(2) センター内で営利活動を行わない団体であること
(3) 宗教活動、政治活動、その他公序良俗を乱す活動を行わない団体であること。
(3) 特定の個人、法人、その他の団体の利益を目的として事業を行う団体でないこと。
(4) 活動の主たる目的が、「在住外国人支援」、「相互理解及び共生の促進」であること。
（5）代表者及び役員に破産者及び拘禁以上の刑に処せられている者がいる団体でないこと。
（6）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員が役員又は代表者としてもしくは実質的に経営に関与している団体、その他暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有している団体など、「神戸市契約事務等から暴力団の排除に関する要綱」（平成22年５月市長決定。以下「暴力団排除要綱」という。）第５条各号に該当する団体でないこと。
 (7)団体、代表者が国税（法人税、所得税、消費税（地方消費税を含む）又は神戸市税を滞納又は未申告である団体、又は代表者がこれらの税金を滞納又は未申告である団体でないこと。
(8) 団体の会則、規約等により、組織及び活動内容を明確に定めていること。
(9) 構成員の資格の得喪について、不当な条件を付していないこと。
(10) 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の３分の１以下であること。
